






平成 18 年 10 月 5 日 

(社)日本鉄鋼連盟 

 

鉄鋼業における環境・防災に係わる諸問題への対応について 

 

昨今の鉄鋼業における環境・防災に係わる諸問題に対し、以下の対応を

本年 9 月より図ることとした。 

 

（1）事案発生時の報告体制整備 

鉄鋼連盟メーカー会員全社を対象に、すでに実施されている事故報告

に加え、社会的影響が大きいと認められる環境・防災関連法令に係る

事案を速やかに経済産業省、鉄鋼連盟事務局に報告する体制を整備 

 

（2）発生原因及び対策に関する情報共有 

事案の原因、対策等について分析するとともに、必要に応じ対応マニ

ュアルについて整理。また、既に実施されている防災交流会および新

たに開催する環境交流会（仮称）の場等を通じ情報共有化を推進 

 

（3）環境・防災法令への適確な対応の推進 

①不明確な法解釈の明確化 

不明確な法解釈等の事例を収集し、適宜、規制当局・関係省庁に説

明を求め、法解釈を明確化するとともに、こうした情報の蓄積、共

有化を図る。 

②環境･防災に係わる法改正情報の周知徹底 

関係省庁と協力のもと、法の制定、改正に係る情報入手機能を強化

し、会員各社への迅速な伝達が行えるような体制を整備し、情報の

周知徹底を図る。 

③防災関連法令の整理 

鉄鋼生産設備に適用される広範かつ複雑な防災関連法令の見落と

しを防止するため適用される条項を整理する。 
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